
令和元年度第９回七戸町教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  令和元年１２月１９日（木） 午前９時３０分 

 

２ 場  所  七戸庁舎 ３階 第１会議室 

 

３ 出席委員  教育長 附田道大、委員 山田典郎、同 山本貴子、同 附田由喜枝、

同 菊池龍達 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 職員氏名  学務課長 鳥谷部慎一郎、生涯学習課長 田中健一、中央公民館長 髙

田博範、南公民館長兼中央図書館長 髙田美由紀、世界遺産対策室長 甲

田美喜雄、学務課長補佐 中村大樹 

 

６ 議事日程  

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 傍聴人の制限について 

  日程第４ 報告第 18 号 令和元年度１２月教育長等一般経過報告について 

  日程第５ 報告第 19号 令和元年第４回七戸町議会定例会及び七戸町議会議員全員協

議会報告について 

日程第６ 報告第 20号 七戸町議会荒熊内地区開発事業対策特別委員会報告について 

日程第７ 議案第 17号 七戸町文化賞審査会委員の委嘱につき同意を求めることにつ

いて 

日程第８ 議案第 18号 七戸町スポーツ顕賞審議会委員の委嘱につき同意を求めるこ

とについて 

日程第９ 議案第 19号 七戸町体育施設管理規則の一部を改正する規則について 

日程第 10 その他 

 

７ 傍聴人   なし
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

ただいまから令和元年度第９回七戸町教育委員会定例会を開会いた

します。 

只今の出席者は５名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、会議は成立して

おります。 

 

日程第１、議事録署名委員の指名をいたします。２番山田委員と４番

附田委員を指名いたします。 

 

日程第２、会期の決定をいたします。会期は１２月１９日、本日１日

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は本日１日と決定します。 

 

日程第３、傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

会議場が狭いので、傍聴人の人数を七戸町教育委員会会議傍聴規則第

３条の規定に基づき、６人に制限したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

                

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よってそのように決定し、議事を進めます。 

日程第４、報告第１８号「令和元年度１２月教育長等一般経過報告に

ついて」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第１８号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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教育長 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員 

 

 

学務課長 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

次に、日程第５、報告第１９号「令和元年第４回七戸町議会定例会及

び七戸町議会議員全員協議会報告について」を学務課長から説明願いま

す。 

 

（報告第１９号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

二ツ森英樹議員の一般質問の２．認定こども園の経営方針についての

答弁の中に、城北こども園と道ノ上こども園には保育部門と教育部門が

あるとありますが、教育委員会が何か関わっているということですか。

それともう一つ、認定こども園の運営方針について年１回指導監査を実

施しているようですが、どこの部署が実施するものですか。 

 

指導監査は、町の社会生活課が５つのこども園と１つの保育園を所管

しており、その中から１年に２つを選定して、法令に則り経営されてい

るかどうかを監査しています。また、教育部門があることに関する教育

委員会の関わり合いについてですが、この制度は旧制度から新制度に移

行されたことに伴い実施されていますが、国の所管は内閣府と厚生労働

省であり、子ども・子育て支援法と児童福祉法に基づき、こども園が運

営されているので、現状、教育委員会が関わっていることはありません。 

 

こども園は、新制度に基づく運営要領の中に教育部門を置いて指導す

ることになっているということですか。 

 

幼保連携型認定こども園は、学校教育法第７８条に定める幼稚園の目

標を達成できるということを子ども・子育て支援法に基づき認定された

こども園ですので、教育部門の運営も、各認定こども園の管理によって

行うこととなります。 
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山田委員 

 

 

 

 

学務課 

 

 

山田委員 

 

 

 

学務課 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

山田委員 

 

生涯学習課長 

 

 

教育長 

 

 

 資料２の七戸町人口ビジョンのことで、人口はこの先、減り続けて、

２０４０年には、９４０６人となって１万人を割り込んでいます。年間

３０人の出生数を加味した推計でしょうが、これに対する施策は、この

計画にありますか。 

 

資料４の第２期総合戦略計画で基本方針と施策を定めて事業を行っ

ていくこととなります。 

 

資料２の人口ビジョン１０頁をみると、２０１７年の出生数のところ

をみると東北町が１３０人で、七戸町の８１人と大きな差があるのは、

どういう要因ですか。特別な施策をしているからでしょうか。 

 

総合戦略課では要因等、分析を行っているかもしれませんが、学務課

では、出生数に差が生じている要因については分析していません。今後、

町議会においても、第２期総合戦略について検討されますので、その結

果、施策等が決まることとなります。 

 

次に、日程第６、報告第２０号「七戸町議会荒熊内地区開発事業対策

特別委員会報告について」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第２０号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

多目的広場となるところは、芝生でしょうか。 

 

西側は生涯学習課で管理する広場となりますが芝生です。東側は、芝

生にするのか砕石にするのか検討中です。 

 

次に、日程第７、議案第１７号「七戸町文化賞審査会委員の委嘱につ

き同意を求めることについて」を生涯学習課長から説明願います。 
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生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

（議案第１７号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第１７号「七戸町文化賞審査会委員の委嘱につき同意

を求めることについて」を採択します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第８、議案第１８号「七戸町スポーツ顕賞審議会委員の委

嘱につき同意を求めることについて」を生涯学習課長から説明願いま

す。 

  

（議案第１８号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第１８号「七戸町スポーツ顕賞審議会委員の委嘱につ

き同意を求めることについて」を採択します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 
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教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

教育長 

 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第９、議案第１９号「七戸町体育施設管理規則の一部を改

正する規則について」を生涯学習課長から説明願います。 

  

（議案第１９号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

これより、議案第１９号「七戸町体育施設管理規則の一部を改正する

規則について」を採択します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

次に日程第９「その他」に移ります。 

その他連絡事項等について、学務課長から説明を求めます。 

 

（その他連絡事項等について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、１月、２月の定例教育委員会の日程につい

て確認いたします。 

１月定例会は、１月２１日（火）９時３０分とし、２月定例会は、２
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以上の議事録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容に相違ないこと

を証明するためにここに署名する。 

 

２番 山田委員                       

 

４番 附田委員                       

 

 

 

世界遺産対策室長 

 

 

 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

教育長 

月１９日（水）９時３０分を予定とします。 

 

現在、世界遺産登録に向けた国内の手続きが進められております。７

月３０日に文化庁において、文化遺産としての推薦候補に決定しており

ましたが、近日中に関係省庁連絡会議を行い、推薦決定されると報道発

表する予定です。その後、閣議で了承を得て、ユネスコへの推薦が正式

決定されることとなります。通常ですと、１月に推薦しますが、文化庁

の意向で、年内に諸手続きを早めたということで進んでおります。 

 

１月１２日に行われる成人式は、対象者１５３名に対して出席予定者

は、およそ９０名で昨年に比べると少なくなっています。 

 

以上で、本日予定された日程は全て終了しました。 

よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

 

午前１０時１４分終了 

 


